
単 価 契 約 書（案） 

 
  愛媛県立今治病院（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）との間に

次の条項によりＡ重油（以下「燃料」という。）の単価契約を締結する。 

 

（契約の内容) 

第１条  乙は甲に対し、別紙のとおりの品名・規格・単価等で燃料を納入するものとする。 

 (契約の期間) 

第２条  契約の期間は、令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までとする。 

（契約保証金) 

第３条  愛媛県公営企業会計規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第９号）第176条において例

によることとされる愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第152条から第154条までの

規定による。 

（納入） 

第４条  乙は甲から燃料の発注を受けたときは、甲の指定する日時、場所に指定する数量を迅速 

丁寧に納入し、緊急やむをえない場合についても対応するものとする。 

２ 乙は、地震等非常災害発生時において、甲から燃料の発注を受けたときは、甲が災害拠点病

院であることに鑑み、優先的に供給を行うこと。 

３  乙が納入する燃料は、すべてその品質を保証するものとする。 

（燃料の検収及び引渡し） 

第５条  乙が燃料を納入したときは、必ず納品書を甲に提出し検収を受けなければならない。 

２ 甲は乙の立ち会いのもとに、燃料の品名・品質・数量等を検査し、異常のない事を確認した

ときはこれを検収するものとする。検収に合格した時をもって燃料の引渡しを完了したものと

する。 

３  乙は燃料が次の各号に該当するときは、甲の指示する期日までに適格品と取替え、改めて検

査を受けるものとする。 

  (１) 燃料の品質、数量等が甲の発注したものと相違しているとき。 

  (２) 甲が燃料を検収したのち甲が善良な貯蔵又は保管していたにもかかわらず、品質が変化

し又は使用に耐えなくなったとき。 

（契約不適合責任） 

第６条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以

下、「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、相当の期間を定めて、契約物品の修補、

代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完を催告したにもかかわ

らず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金

の減額を請求することができる。 

(１) 履行の追完が不能であるとき。 

(２) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその

時期を経過したとき。 

(４) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない

ことが明らかであるとき。 

３ 甲は、物品が引き渡されてから１年以内に乙に対して契約物品に契約不適合がある旨の通知

を発しなければ、前２項の請求をすることができない。ただし、契約不適合を直ちに発見する

ことができない場合においては、この期間は甲が契約物品に契約不適合があることを知った時

から１年以内とする。 



（危険負担） 

第７条 燃料の引渡し完了前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。 

（支払） 

第８条 対価の支払時期は毎月１回とし、月末をもって締切り、甲が納入完了の確認又は検収を 

終了した後、乙から適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

（支払の遅延） 

第９条 甲は、その責めに帰すべき理由により、約定期間内に代金を支払わなかったときは、そ

の支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支

払遅延防止法等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づく遅延利

息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満で

あるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、

その端数の金額を切り捨てるものとする。 

 (単価等の変更) 

第10条  契約期間中において、著しい物価の変動、その他の事情等により契約単価が適正を欠く

と認められる場合は、甲乙協議のうえ変更できるものとする。 

（契約の解除） 

第11条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその

履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 

２ 甲は、次の各項いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は

一部を解除することができる。 

(１) 乙から契約の解除願の提出があったとき。 

(２) 乙が納入期限内に契約の履行をしないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めると

き。 

(３) 正当な理由なく甲の指示又は監督に従わないとき。 

(４) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営

を支配している者が、暴力団関係（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第２号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第２条第３号に規定す

る暴力団員等を含む。）であると認められるとき。 

３ 甲は、第１項又は前項の規定により契約を解除したときは、解除した日の属する月の前月ま

でに納入したものに対する代価をその期間の月数で除して得た１カ月平均額に解除後の月数を

乗じて得た金額の 10 分の１を違約金として乙から徴収するものとする。この場合において、

乙が契約保証金を納付しているときは、契約保証金を違約金に充当するものとする。 

４ 乙は、第１項又は第２項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害に

ついて、甲にその賠償を求めることができない。 

（代理受領の禁止） 

第12条 乙は、代金の受領を第三者に委任してはならない。 

（権利の譲渡等） 

第13条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなら

ない。ただし、権利にあっては、書面により甲の承認を得たときは、この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会および中小企業信用保険法施行令（昭和 25

年政令第 350 号）第１条の３に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。 

３ 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において、当該譲渡の通知を受けるまで

にした甲の弁済の効力は、愛媛県公営企業会計規程（昭和 46 年公営企業管理規程第 9 号）の

規定に基づき企業出納員が出納取扱金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。 

(契約の効力の遡及) 

第14条 この契約の発注者と受注者の電子署名がともになされた日が第２条の委託期間の開始

日よりも後の日である場合であっても、本契約の効力は、当該委託期間の開始日から生ずるも

のとする。 



 

 

(協議) 

第15条  本契約に定めのない事項については、愛媛県公営企業会計規程（昭和46年公営企業管理

規程第9号）及び愛媛県会計規則（昭和45年規則第18号）によるほか、この契約に疑義を生じ

たときは、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 

 

    この契約の証として、書面又は電磁的記録にて本書を作成する。書面にて作成する場合には、 

本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。電磁的記録にて契約書を作成す

 る場合には、甲及び乙がそれぞれ電子署名を行い、各自が保存する。 

 

 

 

 令和  年  月  日  

 

 

 甲 今治市石井町４丁目５番５号 

  愛媛県立今治病院 

   院長 川上 秀生    

 

 

 乙  

   

   

 

 

 

 

 



 

 
別 紙 単 価 表 

 

物品名 数量 本体価格 
消 費 税 及 び 

地方消費税の額 
納入単価 

Ａ重油 

（１種１号） 

（硫黄分 0.5％以下） 

１Ｌ ￥  － ￥  － ￥  － 

 


